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１．策定の趣旨 ２．計画の構成と期間
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本市が将来にわたって持続的に発展していけるよう，本格化する人口減少や人口

構造の変化など様々な時代の潮流に的確に対応しながら，計画的で戦略性の高い行

政経営を展開していくため，「第６次総合計画後期基本計画」に掲げた目標の実現

に向け，施策・事業をどのように実施していくかを明らかにし，もって予算編成及

び事務執行の指針とするもの

構 成 事業計画及び財政計画

期 間 令和７年度から令和９年度までの３か年



３．今回の計画の性格
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「第６次総合計画後期基本計画」の最終年度となる令和９年度までの計画となるため，

後期基本計画の目標達成に向け，「戦略事業」や「まちづくり好循環プロジェクト」を

はじめとする施策・事業を本格化・加速化させ，総仕上げとなる計画とするとともに，

「スーパースマートシティ」の具現化・深化を着実に進めるための計画とする。

後期基本計画

Ｒ６年度 実施計画

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

後期基本計画の目標達成に向け，
施策・事業を本格化・加速化

施策目標の
達成

ＳＳＣの
実現



４．本市を取り巻く状況
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【社会環境】
⑴ 少子・超高齢社会の急速な進行
・ 我が国のこども（１５歳未満）の数は４３年連続で減少している一方で，総人

口に占める高齢者の割合は過去最高を更新し続けていることに加え，７５歳人口

については，「団塊の世代」の影響により，初めて２，０００万人を超えた。

・ 今後，高齢化率の上昇と生産年齢人口の減少の更なる進行により，労働需要の

不足や介護・医療負担の増大などの影響が懸念される。



４．本市を取り巻く状況
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⑶ 国を挙げた「働き方改革」の推進

・ 国においては，デジタルを活用した事業変革・職場環境整備を推進しており，

昨今の生成ＡＩなどの先端技術の適切な利活用に向けた事業検証を進めている。

・ 本年より，建設業，ドライバー，医師等の時間外労働に上限規制が適用され，

長時間労働の解消等による労働環境の改善が期待できる一方，労働時間の減少に

よる人手不足の深刻化等への対応が課題となっている。

【国等の動向】
⑵ レジリエンス強化の促進
・ 令和６年能登半島地震の発生を受け，激甚化・頻発化する自然災害に対する平

時からの備えや強固な基盤整備の必要性がより強く認識されている中，国におい

て，「レジリエントで安全・安心な社会」の実現に向けた検討を進めている。



４．本市を取り巻く状況
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⑷ 国による経済財政運営等の基本方針等の提示

・ このような中，国においては，令和６年６月に「経済財政運営と改革の基本方

針２０２４」を閣議決定し，デフレ完全脱却に向けた「成長型の新たな経済ス

テージへの移行」を掲げ，物価上昇を上回る持続的な賃上げの定着や，成長分野

への人材の移動を促進する全世代のリスキリング推進に取り組むこととしている。

また，中堅・中小企業や物流業界の人手不足の解消，脱炭素の促進といった

社会課題の解決に向けた先端技術の社会実装を推進するための戦略的な投資など

を通じた持続可能な経済社会の構築を目指すとともに，引き続き，少子化対策・

子ども政策や地方行財政基盤の強化に取り組むこととしている。

・ 「女性活躍・男女共同参画の重点方針２０２４」において，企業における女性

活躍や女性の所得向上・経済的自立に向けた取組の推進と，個人の尊厳と安心・

安全が守られる社会の実現等に向け，これらを推進するための「人材の育成」を

横串に据え，持続的で広がりのある推進を図ることとしている。



５．本市のまちづくりの基本的な考え方
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⑴ スーパースマートシティの実現
・ 本格化する人口減少，少子・超高齢社会においても，本市

が持続的に発展していくため，概ね２０３０年頃を見据えた

具体的なまちの姿として，「子どもから高齢者まで，誰もが

豊かで便利に安心して暮らすことができ，夢や希望がかなう

まち『スーパースマートシティ』」の実現を目指し，国際目

標であるＳＤＧｓの達成にも貢献していく。

・ その具現化に当たっては，「まちづくり好循環プロジェクト」に位置付けた，

効果が高い先導的な取組や，複数の分野の連携が不可欠な横断的な取組を重点的

に実施していく。

参考１ 「『ＳＳＣ』で実現する暮らし」のイメージ

参考２ 「まちづくり好循環プロジェクト」の位置づけ等

※ いずれも「第６次総合計画後期基本計画」より抜粋



５．本市のまちづくりの基本的な考え方
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⑵ 『国内屈指の魅力と活力，存在感を備えるまち』の実現

・ 昨年，ライトラインが開業し，市民の移動手段として定着したことに加え，

地域経済の活発化やシビックプライドの醸成など，効果が目に見えるかたちとな

り，国内外から高い評価を受けるとともに，本市のポテンシャルが高まっている。

・ こうした機会を捉え，人口減少・少子高齢化が進行する中においても，本市が，

多くの人や企業から選ばれるとともに，本市を選んだ人・企業が，自ずと宇都宮

のよさを発信する，まちづくりの担い手の増加や企業の定着を促進する好循環を

生み出し，これからのうつのみやを担う多くの「人」がまちを活性化させる

『国内屈指の魅力と活力，存在感を備えるまち』の実現を目指す。

・ 実現に向けては，より多くの「人」が，高い人間力と多様な個性を活かし，自

己実現や社会の発展，まちの活性化に精力的に取り組む環境を創り上げていく必

要があることから，これからのうつのみやを担う「人」を持続的に育むための分

野横断的な取組を強化し，優先化・重点化を図る施策・事業に盛り込んでいく。



６．施策・事業の選択の考え方
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⑴ スーパースマートシティの具現化・深化に向けた施策・事業の推進

・ 都市の装置としてのライトラインのフル活用と新たな価値の創出により，「地域

共生社会」・「地域経済循環社会」・「脱炭素社会」の構築と，その基盤となる

「ＮＣＣ」の形成を更に前進させるため，これらに資する取組の優先化・重点化を

図る。

※ ３つの社会の構築と「ＮＣＣ」の形成に向け，優先的に取り組む施策・事業の

方向性については１０ページ以降を参照



６．施策・事業の選択の考え方
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【３つの社会の構築と「ＮＣＣ」の形成に向け，優先的に取り組む施策・事業の方向性】
① 地域共生社会

分野 優先的に取り組む施策・事業の方向性

少子化対策 ●社会全体で子どもを産み・育てる支援の充実
●子どもが夢を目指せる環境づくり

男女共同参画・女性活躍推進 ●社会全体で男女共同参画・女性活躍を推進する環境づくり，支援の充実

健康寿命の延伸 ●高齢者・障がい・子どもの発達等を支える環境づくり
●様々な分野で活躍できる人材育成・確保に向けた環境づくり
●いつまでも健康で，生き生きと暮らし，活躍できる社会の実現

地域コミュニティの活性化 ●みんなで地域を支える仕組みづくり

② 地域経済循環社会

分野 優先的に取り組む施策・事業の方向性

地域経済を牽引する産業の
振興

●地域経済をけん引する企業立地の促進と定着促進に向けた拡大再投資への支援
●ＧＸ・ＤＸによる産業振興
●地域経済の活性化に資する人材の確保・育成

魅力・交流の創出・活性化 ●交流・関係人口の拡大による地域経済の活性化
●スポーツ資源のフル活用に向けた環境の整備



６．施策・事業の選択の考え方
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【３つの社会の構築と「ＮＣＣ」の形成に向け，優先的に取り組む施策・事業の方向性】

③ 脱炭素社会

④ ＮＣＣ

分野 優先的に取り組む施策・事業の方向性

２０５０年カーボンニュートラル
の実現に向けた脱炭素の加速化

●官民連携による脱炭素化の促進
●行政における率先した脱炭素化
●市民一人ひとりの行動変容の推進

分野 優先的に取り組む施策・事業の方向性

魅力ある拠点の形成と
移動しやすい交通ネットワークの
深化

●駅東側のライトラインを活用した沿線まちづくりの推進
●駅西側のライトライン整備の推進とウォーカブルなゆとりあるまちなか空間の形成
●地域経済を牽引する企業立地の促進と定着促進に向けた拡大再投資への支援【再掲】
●誰もが快適に移動できる総合的な交通ネットワークの実現

安全・安心なまちの基盤の
強化

●災害に強い強靭なまちづくり



６．施策・事業の選択の考え方

12

⑵ これからのうつのみやを担う「人」を持続的に育むための取組の強化

・ まちづくりや経済発展の原動力である「人」を持続的に育てるため，人間力を高

める教育の充実と，多様な人材が個性を活かして活躍できる環境づくりに資する取

組を強化していく。

※ 目指す「人」の姿と，優先的に取り組む施策・事業の方向性については

１３ページを参照



６．施策・事業の選択の考え方
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目指す「人」
の姿

優先的に取り組む施策・事業の方向性

夢にあふれる
宮っ子

●子どもが夢を目指せる環境づくり
⇒ 多様性を認め合う教育の充実，キャリア形成・社会で生き抜く力の養成，スポーツを通した人材育成の
基盤づくり 等

●スポーツを活用したシビックプライドの醸成とこれを契機とした人材育成の活性化
⇒ 国際的なスポーツイベントの高付加価値化，スポーツと地域資源を活用した新たな魅力の創出 等

「宇都宮愛」
にあふれる
若者

●若者・余所者のまちづくりへの参画
⇒ 移住者，関係人口，大学生などによる地域まちづくりの促進，まちなか居住の促進 等

●地域コミュニティの活性化
⇒ 若年層が活躍する自治会づくり，地域における互いに助け合う仕組みの強化 等

●スポーツを活用したシビックプライドの醸成とこれを契機とした人材育成の活性化【再掲】

バイタリティ
にあふれる
大人

●女性の活躍
⇒ 健康づくりの支援，女性に選ばれるまちの構築 等

●シニア世代の活躍
⇒ いきがいを持った活動支援，高齢者・障がい者支援の充実，スポーツを活用した健康づくり 等
●多様な人材の活躍
⇒ 担い手不足の分野への外国人人材の活用・まちづくりへの参画促進 等

●スポーツを活用したシビックプライドの醸成とこれを契機とした人材育成の活性化【再掲】

【目指す「人」の姿と，優先的に取り組む施策・事業の方向性】



７．策定に当たり配慮すべき事項
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・ 施策・事業の検討に当たっては，十分なデータ等の収集・分析・予測を行い，

根拠に基づいて事業を推進する，いわゆるＥＢＰＭ※を基本とする。

ただし，事前に効果を検証する必要がある場合は，仮説に基づき，事業を試行

的に実施するなど，柔軟に対応する。

・ さらに，その運用に当たっては，施策・事業の到達目標は適切に設定した上で，

本市を取り巻く状況は常に変化するものであることを前提に，短期間で立案，実

行，評価，改善を繰り返す「アジャイル型」の施策・事業を推進していく。

※ エビデンス・ベースド・ポリシー・メイキング（証拠に基づく政策立案）

⑴ 根拠に基づく施策・事業の立案，「アジャイル型」の施策・事業の推進



７．策定に当たり配慮すべき事項
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施策・事業の実施にあたっては，「市民，団体，事業者，行政」が持つ技術やノ

ウハウなどの強みを活かす「共創・協働」，「公民連携」（ＰＰＰ）を基本とし，

特に，共創のまちづくりを進める「うつのみや未来創造プロジェクト」など，若年

世代ならではの自由な発想により導出された「本市にあってほしい取組」について

は，提案内容を取り入れ，速やかな実現を図っていく。

⑵ 多様な主体との共創，連携による施策・事業の検討

⑶ 広域的な視点からの施策・事業の検討

圏域の状況を的確に捉え，県や周辺市町等と連携しながら，相乗効果やスケール

メリットが発揮できるよう施策・事業を積極的に検討し，本市の更なる交流人口の

増加や地域経済の活性化はもとより，圏域全体の持続的な発展にもつなげていく。



７．策定に当たり配慮すべき事項
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・ 将来のうつのみや像の実現に向けた施策・事業を検討しつつ，社会経済状況の

変化や市民ニーズなどを踏まえ，早急に対応する必要があるものについては，実

施計画の策定を待たずに前倒しで対応するなど，時機を捉えて積極的に取り組む。

・ 施策・事業の立案に当たっては，その効果を明らかにした上で，既存事業にお

ける効果を改めて検証し，より効果の高いものとなるよう必要に応じ見直しを行

い，新規事業と併せて総合的に最適化を図る。

⑷ 時機を捉えた施策・事業の検討，既存事業の見直し

⑸ 持続可能な財政構造を踏まえた施策・事業の検討
国等の補助事業の積極的な活用や新たな収入確保策の導出による，歳入の確保や

財政負担の平準化などの視点から検討を行う。



７．策定に当たり配慮すべき事項
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・ 既存施設については，人口構造の変化を踏まえた今後の施設機能の必要性につ
いて整理し，機能を残す場合については，以下の視点を十分に考慮した上で，長
寿命化改良や規模の適正化・廃止，集約・複合化などの対応方策を検討していく。

（考慮すべき視点）
県・民間施設との施設機能のすみ分け，人口構造の変化を捉えた利用者数の
見込み，ランニングコスト，施設の老朽化の状況

・ インフラの維持・管理においてもデジタルを活用したＤＸに取り組むなど，市
民の安全・安心で豊かな生活の実現に寄与していく。

⑹ 公共施設の老朽化を見据えた施策・事業の検討



８．実施計画策定スケジュール
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令和７年 ２月頃 計画の公表（概要版）



参考１ 「『ＳＳＣ』で実現する暮らし」のイメージ
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参考１ 「『ＳＳＣ』で実現する暮らし」のイメージ
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参考１ 「『ＳＳＣ』で実現する暮らし」のイメージ
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参考２ 「まちづくり好循環プロジェクト」の位置づけ等
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【将来のうつのみや像を達成するためのプロジェクト等の位置づけ】



参考２ 「まちづくり好循環プロジェクト」の位置づけ等

【まちづくり好循環プロジェクト】
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